
証券コード：5576

第 5 2 回  定 時 株 主 総 会

招 集
ご 通 知
　

開催日時

　

2024年６月20日（木曜日）午前10時
受付開始：午前９時20分

開催場所

　

大阪府大阪市中央区平野町２丁目３番７号
アーバンエース北浜ビル14階

決議事項

　

第１号議案　剰余金の配当の件
第２号議案　取締役７名選任の件
第３号議案　取締役（社外取締役を除く。）

に対する譲渡制限付株式の割当
てのための報酬決定の件

　株式会社オービーシステム



証券コード　5576
2024年６月４日

株　主　各　位
大阪市中央区平野町２丁目３番７号
株式会社　オービーシステム
代表取締役社長 豊 田 利 雄

　 https://www.obs.co.jp/

　 https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show

第52回定時株主総会招集ご通知
拝啓　平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申しあげます。
　さて、当社第52回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご通知申し
あげます。
　本株主総会の招集に際しては、株主総会参考書類等の内容である情報（電子提供措置事項）につい
て電子提供措置をとっており、インターネット上の当社ウェブサイトに掲載しておりますので、以下
のウェブサイトにアクセスのうえ、ご確認くださいますようお願い申し上げます。

【当社ウェブサイト】

（上記ウェブサイトにアクセスいただき、メニューより「ＩＲ情報」「株式について」「株主総会」
を順に選択いただき、ご確認ください。）

　また、電子提供措置事項は、当社ウェブサイトのほか、東京証券取引所（東証）のウェブサイトに
も掲載しておりますので、以下よりご確認ください。

【東京証券取引所ウェブサイト（東証上場会社情報サービス）】

（上記の東証ウェブサイトにアクセスいただき、「銘柄名（会社名）」に「オービーシステム」又は
「コード」に当社証券コード「5576」を入力・検索し、「基本情報」「縦覧書類/PR情報」を順
に選択して、「縦覧書類」にある「株主総会招集通知/株主総会資料」欄よりご確認ください。）

　なお、当日ご出席されない場合は、インターネット又は書面（郵送）によって議決権を行使する
ことができますので、お手数ながら株主総会参考書類をご検討のうえ、2024年６月19日（水曜日）
午後５時30分までに議決権を行使してくださいますようお願い申しあげます。

敬　具
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１．日 時 2024年６月20日（木曜日）午前10時
２．場 所 大阪府大阪市中央区平野町２丁目３番７号

アーバンエース北浜ビル14階
３．目 的 事 項

報 告 事 項 第52期（2023年４月１日から2024年３月31日まで）
事業報告及び計算書類の内容報告の件

決 議 事 項
第１号議案 剰余金の配当の件
第２号議案 取締役７名選任の件
第３号議案 取締役（社外取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の割当てのための報酬決

定の件

 

記

以　上

　当日ご出席の際は、お手数ながら議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申
しあげます。
　電子提供措置事項に修正が生じた場合は、上記インターネット上の当社ウェブサイト及び東証ウェ
ブサイトにおいて、その旨、修正前及び修正後の事項を掲載いたします。
　会社法改正により、電子提供措置事項について上記の各ウェブサイトにアクセスのうえ、ご確認い
ただくことを原則とし、基準日までに書面交付請求をいただいた株主様に限り、書面でお送りするこ
ととなりましたが、本株主総会においては、書面交付請求の有無にかかわらず、一律に電子提供措置
事項を記載した書面をお送りいたします。
　なお、電子提供措置事項のうち、次の事項につきましては、法令及び当社定款第15条第２項の規
定に基づき、お送りする書面には記載しておりません。
　事業報告の「業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況」
　計算書類の「株主資本等変動計算書」「個別注記表」
　したがいまして、当該書面に記載している事業報告及び計算書類は、会計監査人が会計監査報告
を、監査役が監査報告を作成するに際して監査をした対象書類の一部であります。
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株主総会にご出席される場合

議決権行使書用紙を会場受付にご提出ください。

日 時
　 2024年６月20日（木曜日）

午前10時（受付開始：午前９時20分）

インターネットで議決権を行使される場合

パソコン又はスマートフォンから議決権行使サイト（https://evote.tr.mufg.jp/）にアクセス
し、議決権行使書用紙に記載された「ログインID」及び「仮パスワード」をご入力いただき、画
面の案内にしたがって賛否をご入力ください。

行使期限
　 2024年６月19日（水曜日）

午後５時30分入力完了分まで

書面（郵送）で議決権を行使される場合

議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示のうえ、切手を貼らずにご投函ください。

行使期限
　 2024年６月19日（水曜日）

午後５時30分到着分まで

議決権行使についてのご案内
議決権は、以下の３つの方法により行使いただくことができます。

書面（郵送）により議決権を行使された場合の議決権行使書において、議案に対する賛否の表示がない場合は、
賛成の表示があったものとしてお取り扱いいたします。

※ インターネット等と書面（郵送）により重複して議決権を行使された場合は、インターネット等による議決権行使の内容を
有効として取扱わせていただきます。

※ インターネット等により複数回にわたり議決権を行使された場合は、最後に行使された内容を有効とさせていただきます。
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インターネット等による議決権行使のご案内

QRコードを読み取る方法 ログインID・仮パスワードを
入力する方法

議決権行使書用紙に記載のログインID、仮パスワードを入力する
ことなく、議決権行使サイトにログインすることができます。

議決権行使
ウェブサイト https://evote.tr.mufg.jp/

　

以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。2

議決権行使書用紙に記載のQRコードを読み取ってください。1

XXXX-XXXX-XXXX-XXX

XXXXX

1.　

2.　

○○○○○○○

議　決　権　の　数
議 　 決 　 権 　 の 　 数

基準日現在のご所有株式数

株　主　総　会　日

××××年××月××日

XX 個

御中○○○○○○○
議 決 権 行 使 書

XX 個

XX 株

ログイン用QRコード

ログインID

仮パスワード

XXXX-XXXX-XXXX-XXX

XXXXX

1.　

2.　

○○○○○○○

議　決　権　の　数
議 　 決 　 権 　 の 　 数

基準日現在のご所有株式数

株　主　総　会　日

××××年××月××日

XX 個

御中○○○○○○○
議 決 権 行 使 書

XX 個

XX 株

ログイン用QRコード

ログインID

仮パスワード

※「QRコード」は株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

見 本

見 本

以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。3

議決権行使ウェブサイトにアクセスしてください。1

議決権行使書用紙に記載された「ログインID・仮パスワード」
を入力しクリックしてください。

2

「ログインID・仮パス
ワード」を入力

「ログイン」を
クリック

※操作画面はイメージです。

インターネットによる議決権行使で
パソコンやスマートフォンの操作方法などが
ご不明な場合は、右記にお問い合わせください。

三菱UFJ信託銀行株式会社　証券代行部　ヘルプデスク
0120－173－027

（通話料無料／受付時間 ９:00～21:00）
機関投資家の皆様は、株式会社ICJの運営する機関投資家向け議決権電子行使プラットフォームをご利用いただくことが可能です。
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株主総会参考書類

第１号議案 剰余金の配当の件

　当社は株主の皆様への利益還元を経営上の最重要課題のひとつと考え、安定配当の維持を基本とし
ながら、今後の事業展開等を勘案して、以下のとおり第52期の期末配当をいたしたいと存じます。
期末配当に関する事項
① 配当財産の種類
　金銭といたします。
② 配当財産の割当てに関する事項及びその総額
　当社普通株式１株につき金40円（記念配当５円含む）といたしたいと存じます。
　この場合の配当総額は92,080,000円となります。
　なお、中間配当金として１株につき金30円（記念配当５円含む）をお支払しておりますの
で、当期の年間配当は１株につき金70円（記念配当10円含む）となります。

③ 剰余金の配当が効力を生じる日
　2024年６月21日といたしたいと存じます。
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所有する当社の株式数

30,000株
取締役会出席状況

14/14回　

候補者番号

1 と よ

豊
 

 
だ

田
 

　
と し

利
 

 
お

雄（1954年８月27日） 再 任
　

　
［略歴、当社における地位及び担当］
    1979年    4 月 大和証券㈱入社
    2007年    11月 コスモ証券㈱（現岩井コスモ証券

㈱)入社
    2015年    8 月 エイチ・エス証券㈱（現Ｊトラス

トグローバル証券㈱）入社

    2019年    3 月 当社入社　経営企画室長
    2019年    6 月 当社取締役
    2020年    4 月 当社代表取締役社長（現任）

　
取締役候補者とした理由
豊田利雄氏は、代表取締役社長として、企業価値向上に資する経営課題に着実に取り組ん
でおり、当社の経営を統括しております。豊富な経験と実績に基づく、強いリーダーシッ
プにより、会社の発展に貢献してまいりました。今後の持続的な企業価値向上、コーポレ
ート・ガバナンスの強化のために、引き続き取締役としての選任をお願いするものであり
ます。
　

第２号議案 取締役７名選任の件
　取締役全員（６名）は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、経営体制の
強化のため１名を増員し、取締役７名の選任をお願いするものであります。
　取締役候補者は、次のとおりであります。
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所有する当社の株式数

2,000株
取締役会出席状況

13/14回　

候補者番号

2 す ぎ

杉
 

 
た

田
 

　
き ん

欣
 

 
や

哉（1961年５月28日） 再 任
　

　
［略歴、当社における地位及び担当］
    1982年    4 月 当社入社
    2012年    4 月 当社東京第１事業部

金融第１本部長
    2017年    4 月 当社第１事業部長

    2020年    4 月 当社執行役員
　　　　　　　金融事業本部長
    2021年    7 月 当社取締役
　　　　　　　金融事業本部長（現任）

　
取締役候補者とした理由
杉田欣哉氏は、事業部門の業務に携わっており、その中でも金融事業における長年の業務
執行経験を有しております。金融事業本部の事業本部長を務めるなど、当社のソリューシ
ョンビジネスに関する豊富な知識と経験を有しております。今後の持続的な企業価値向
上、コーポレート・ガバナンスの強化のために、引き続き取締役としての選任をお願いす
るものであります。
　

所有する当社の株式数

2,000株
取締役会出席状況

14/14回　

候補者番号

3 う え

上
 

 
む ら

村
 

　
た だ

忠
 

 
し

嗣（1961年１月８日） 再 任
　

　
［略歴、当社における地位及び担当］
    1983年    4 月 当社入社
    2012年    4 月 当社大阪第２事業部第５本部長
    2017年    4 月 当社第５事業部長

    2020年    4 月 当社執行役員
社会公共事業本部長

    2021年    7 月 当社取締役
社会公共事業本部長（現任）

　
取締役候補者とした理由
上村忠嗣氏は、事業部門の業務に携わっており、その中でも社会公共事業における長年の
業務執行経験を有しております。社会公共事業本部の事業本部長を務めるなど、当社のソ
リューションビジネスに関する豊富な知識と経験を有しております。今後の持続的な企業
価値向上、コーポレート・ガバナンスの強化のために、引き続き取締役としての選任をお
願いするものであります。
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所有する当社の株式数

1,000株
取締役会出席状況

14/14回　

候補者番号

4 す ぎ

杉
 

 
も と

本
 

　
し げ

繁
 

 
は る

治（1957年３月21日） 再 任
　

　
［略歴、当社における地位及び担当］
    1979年    4 月 当社入社
    2007年    4 月 当社執行役員

金融グループ事業部長
    2008年    4 月 当社常務執行役員

金融第１事業部長
    2012年    4 月 当社常務執行役員
　　　　　　　大阪統括担当兼大阪第２事業部長

    2016年    4 月 当社常務執行役員
　　　　　　　第４事業部長
    2020年    4 月 当社経営企画部長
    2021年    7 月 当社執行役員
　　　　　　　管理本部長
    2022年    7 月 当社取締役
　　　　　　　管理本部長（現任）　

取締役候補者とした理由
杉本繁治氏は、事業部門・管理部門の業務に携わっており、長年にわたり当社の経営及び
業務執行経験を有しております。現在は管理本部の管理本部長を務めるなど、当社の経営
管理、ガバナンス強化に関する豊富な知識と経験を有しております。今後の持続的な企業
価値向上、コーポレート・ガバナンスの強化のために、引き続き取締役としての選任をお
願いするものであります。
　

所有する当社の株式数

－株
取締役会出席状況

－回　

候補者番号

５ は

長
 

 
せ

谷
 

 
が わ

川
 

　
あ つ し

篤（1960年11月24日） 新 任
　

　
［略歴、当社における地位及び担当］
    1979年    3 月 ㈱日立製作所入社
2009年10月 同社金融システム事業部金融チャ

ネルソリューション本部長
2012年    4 月 同社金融システム事業部全国金融

システム本部長
2015年    4 月 同社金融チャネルソリューション

事業部長
2016年    4 月 日立オムロンターミナルソリュー

ションズ㈱（現日立チャネルソリ
ューションズ㈱）入社　執行役員　
国内事業部長

2017年    4 月 同社常務執行役員
　　　　　　　国内事業部長
2020年    4 月 同社取締役常務執行役員
　　　　　　　国内事業部長
2022年    4 月 同社エグゼクティブアドバイザ
2023年    4 月 当社入社　執行役員
　　　　　　　営業本部・開発推進本部管掌

（現任）

　
取締役候補者とした理由
長谷川篤氏は、株式会社日立製作所及び同社グループの経営及び業務執行に関する豊富な
経験と実績を有しており、現在は、営業本部・開発推進本部を管掌し、また新規分野の立
ち上げやＭ＆Ａの推進に取り組んでおります。今後の持続的な企業価値向上、コーポレー
ト・ガバナンスの強化のために、取締役としての選任をお願いするものであります。
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所有する当社の株式数

－株
取締役会出席状況

13/14回　

候補者番号

６ し ら

白
 

 
い し

石
 

　
 

　
 

 
と お る

徹（1957年10月25日） 再 任
　

　
［略歴、当社における地位及び担当］
    1982年    4 月 大和証券㈱入社
    2000年    4 月 マネックス証券㈱入社
    2003年    11月 みずほ証券㈱入社
    2015年    7 月 Sコンサルティング㈲

代表取締役（現任）
    2015年    9 月 ㈱ティーネットジャパン

社外取締役（監査等委員）(現任)

    2016年    6 月 ㈱インプレスホールディングス
　　　　　　　社外取締役（現任）
    2018年    11月 ㈱セレコーポレーション

社外監査役（現任）
    2022年    7 月 当社社外取締役（現任）

　［重要な兼職の状況］
Sコンサルティング㈲代表取締役
㈱ティーネットジャパン社外取締役（監査等委員）
㈱インプレスホールディングス社外取締役

㈱セレコーポレーション社外監査役

社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要
白石徹氏は、証券会社においてIPO関連業務に従事し、その後も様々な会社にて社外役員を歴任され、経営管
理体制の整備等にかかる豊富な知識を有しており、当社経営全般に関する意見及び取締役会の意思決定の妥当
性・適正性を確保するための助言・提言をいただくことを期待し、引き続き社外取締役としての選任をお願い
するものであります。また、選任された場合は、引き続き指名・報酬諮問委員会の委員を委嘱する予定です。
　

所有する当社の株式数

－株
取締役会出席状況

14/14回　

候補者番号

７ ほ り

堀
 

 
の

野
 

　
け い

桂
 

 
こ

子（1981年８月13日） 再 任
　

　
［略歴、当社における地位及び担当］
    2005年    10月 弁護士登録　北浜法律事務所（現

弁護士法人北浜法律事務所）入所
    2013年    1 月 北浜法律事務所・外国法共同事業

（現弁護士法人北浜法律事務所）
パートナー（現任）

    2021年    5 月 ㈱メディカル一光グループ
社外取締役（現任）

    2023年    1 月 当社社外取締役（現任）

　［重要な兼職の状況］
弁護士法人北浜法律事務所パートナー
㈱メディカル一光グループ社外取締役

社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要
堀野桂子氏は、弁護士としての豊富な経験を有しております。同氏は過去に社外役員となる以外の方法
で直接会社経営に関与した経験はありませんが、その専門的な見地と業務執行を行う経営陣から独立し
た客観的な視点から、当社経営全般に関する意見及び取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保する
ための助言・提言をいただくことを期待し、引き続き社外取締役としての選任をお願いするものであり
ます。また、選任された場合は、引き続き指名・報酬諮問委員会の委員を委嘱する予定です。
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（注）１. 各候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
２. 白石徹氏及び堀野桂子氏は、社外取締役候補者であります。
３. 堀野桂子氏の戸籍上の氏名は、桶葭桂子であります。
４. 白石徹氏及び堀野桂子氏は、現在、当社の社外取締役であります。白石徹氏の社外取締役としての在

任期間は、本総会終結の時をもって２年となります。また、堀野桂子氏の社外取締役としての在任期
間は、本総会終結の時をもって１年６ヶ月となります。

５. 当社は、白石徹氏及び堀野桂子氏との間で会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１
項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、
法令に定める最低責任限度額としており、両候補者の再任が承認された場合は、両氏との当該契約を
継続する予定であります。

６. 当社は、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結して
おります。当該保険契約の被保険者の範囲は、取締役、監査役、執行役員及び管理監督の立場にある
従業員の全てであり、被保険者は保険料を負担しておりません。当該保険契約により被保険者が負担
することとなる、その職務の執行に関し責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けること
によって生ずることのある損害が塡補されることとなります。ただし、被保険者の職務の執行の適正
性が損なわれないようにするため、被保険者による故意の行為等による場合には塡補の対象としない
こととしております。各候補者が取締役に選任され就任した場合は、当該保険契約の被保険者となり
ます。

７. 当社は、白石徹氏及び堀野桂子氏を東京証券取引所の定めに基づく独立社員として届け出ておりま
す。
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第３号議案　取締役（社外取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の割当てのための報酬決定の件

　当社の取締役の報酬等の額は、2021年６月23日開催の当社第49回定時株主総会において、
年額200百万円以内（使用人兼務取締役の使用人分給与を除く。）として、ご承認をいただいて
おります。
　今般、当社は、当社の取締役（社外取締役を除く。以下、「対象取締役」という。）に、当社
の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値
共有を進めるため、対象取締役に対し、一定の譲渡制限期間及び当社による無償取得事由等の定
めに服する当社普通株式（以下、「譲渡制限付株式」という。）を下記のとおり割り当てること
といたしたいと存じます。
　つきましては、当社における対象取締役の貢献度等諸般の事項を総合的に勘案いたしまして、
上記の取締役の報酬等の額とは別枠として、対象取締役に対する譲渡制限付株式に関する報酬等
として支給する金銭報酬債権の総額を、年額40百万円以内として設定いたしたいと存じます。
なお、譲渡制限付株式の割当ては、当社における対象取締役の貢献度等諸般の事項を総合的に勘
案して決定しており、その内容は相当なものであると考えております。
　本議案をご承認いただいた場合、ご承認いただいた内容とも整合するよう、本株主総会終結後
の当社取締役会において、取締役の報酬等の内容に係る決定方針を変更することを予定しており
ます。本議案は、当該変更後の方針に沿うものであり、相当な内容であると判断しております。
　また、現在の当社の取締役は６名（うち社外取締役２名）であり、第２号議案のご承認が得ら
れた場合、取締役は７名（うち社外取締役２名）となります。

記

対象取締役に対する譲渡制限付株式の具体的な内容及び数の上限

1.譲渡制限付株式の割当て及び払込み
　当社は、対象取締役に対し、当社取締役会決議に基づき、譲渡制限付株式に関する報酬等とし
て上記の年額の範囲内で金銭報酬債権を支給し、各対象取締役は、当該金銭報酬債権の全部を現
物出資の方法で給付することにより、譲渡制限付株式の割当てを受ける。
　なお、譲渡制限付株式の払込金額は、その発行又は処分に係る当社取締役会決議の日の前営業
日における東京証券取引所における当社普通株式の終値（同日に取引が成立していない場合は、
それに先立つ直近取引日の終値）を基礎として、当該譲渡制限付株式を引き受ける対象取締役に
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特に有利な金額とならない範囲で当社取締役会において決定する。
　また、上記金銭報酬債権は、対象取締役が、上記の現物出資に同意していること及び下記3.に
定める内容を含む譲渡制限付株式割当契約を締結していることを条件として支給する。

2.譲渡制限付株式の総数
　対象取締役に対して割り当てる譲渡制限付株式の総数20,000株を、各事業年度において割り
当てる譲渡制限付株式の数の上限とする。
　ただし、本議案の決議の日以降、当社普通株式の株式分割（当社普通株式の株式無償割当てを
含む。）又は株式併合が行われた場合その他これらの場合に準じて割り当てる譲渡制限付株式の
総数の調整を必要とする場合には、当該譲渡制限付株式の総数を合理的に調整することができ
る。

3.譲渡制限付株式割当契約の内容
　譲渡制限付株式の割当てに際し、当社取締役会決議に基づき、当社と譲渡制限付株式の割当て
を受ける対象取締役との間で締結する譲渡制限付株式割当契約は、以下の内容を含むものとす
る。
(1)譲渡制限の内容
　譲渡制限付株式の割当てを受けた対象取締役は、譲渡制限付株式の交付日から当社の取締役、
監査役及び執行役員のいずれの地位からも退任する日までの間（以下、「譲渡制限期間」とい
う。）、当該対象取締役に割り当てられた譲渡制限付株式（以下、「本割当株式」という。）に
つき、第三者に対して譲渡、質権の設定、譲渡担保権の設定、生前贈与、遺贈その他一切の処分
行為をすることができない（以下、「譲渡制限」という。）。

(2)譲渡制限付株式の無償取得
　当社は、譲渡制限付株式の割当てを受けた対象取締役が、譲渡制限期間の開始日以降、最初に
到来する当社の定時株主総会の開催日の前日までに当社の取締役、監査役及び執行役員のいずれ
の地位からも退任した場合には、当社取締役会が正当と認める理由がある場合を除き、本割当株
式を当然に無償で取得する。
　また、本割当株式のうち、上記(1)の譲渡制限期間が満了した時点において下記(3)の譲渡制限
の解除事由の定めに基づき譲渡制限が解除されていないものがある場合には、当社はこれを当然
に無償で取得する。
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(3)譲渡制限の解除
　当社は、譲渡制限付株式の割当てを受けた対象取締役が、譲渡制限期間の開始日以降、最初に
到来する当社の定時株主総会の開催日まで継続して、当社の取締役、監査役又は執行役員のいず
れかの地位にあったことを条件として、本割当株式の全部につき、譲渡制限期間が満了した時点
をもって譲渡制限を解除する。
　ただし、当該対象取締役が、当社取締役会が正当と認める理由により、譲渡制限期間の開始日
以降、最初に到来する当社の定時株主総会の開催日の前日までに当社の取締役、監査役及び執行
役員のいずれの地位からも退任した場合には、譲渡制限を解除する本割当株式の数及び譲渡制限
を解除する時期を、必要に応じて合理的に調整するものとする。

(4)組織再編等における取扱い
　当社は、譲渡制限期間中に、当社が消滅会社となる合併契約、当社が完全子会社となる株式交
換契約又は株式移転計画その他の組織再編等に関する議案が当社の株主総会（ただし、当該組織
再編等に関して当社の株主総会による承認を要さない場合においては、当社取締役会）で承認さ
れた場合には、当社取締役会決議により、譲渡制限期間の開始日から当該組織再編等の承認の日
までの期間を踏まえて合理的に定める数の本割当株式につき、当該組織再編等の効力発生日に先
立ち、譲渡制限を解除する。
　この場合には、当社は、上記の定めに基づき譲渡制限が解除された直後の時点において、なお
譲渡制限が解除されていない本割当株式を当然に無償で取得する。

（ご参考）
　当社は、本株主総会終結の時以降、上記の譲渡制限付株式と同様の譲渡制限付株式を、当社の
執行役員に対し、割り当てる予定です。

以　上
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(2023年４月 1 日から
2024年３月31日まで)
事　 業　 報　 告

１. 会社の現況
(1) 当事業年度の事業の状況

①　事業の経過及び成果
当事業年度における国内経済は、コロナ禍から経済社会活動の正常化が進み、東欧・ロシア

や中東地域をめぐる情勢の不安、国内における円安によるコスト負担増加や能登半島地震等の
自然災害の影響はあったものの、インバウンド消費の拡大や大手企業を中心とした賃上げをは
じめとした雇用、所得環境の改善により、引き続き回復傾向がみられました。

当社が属する情報サービス業界におきましては、DX（デジタルトランスフォーメーショ
ン）の実現に向けた企業の旺盛なIT投資による需要拡大が続いております。また、供給面で
は、システムエンジニア等のIT関連の人材不足は続いており、需給ギャップの拡大に伴い、シ
ステムソフトウェアの開発単価の上昇も続いております。このような需要拡大と単価上昇を受
け、足元の国内情報サービス市場は過去最高水準を更新するとともに、中長期的においても市
場規模の拡大が期待されております。

こうした環境のもと、当社はクラウド、ビッグデータなどのDX関連事業、AIの活用を成長
の柱とする中期経営計画を推進しており、当事業年度においては、不足する人材を確保するた
めリファラル採用等、経験者採用へのアプローチを積極的に実施してきました。また、DX人
材の教育育成にも力を入れ、早期に戦力化することに全力をあげております。更に、既存顧客
とのパートナーシップの強化による当社事業領域の拡大及び顧客満足度の向上に努め、DX関
連分野をはじめとする新分野に係る案件獲得に努めてまいりました。

この結果、当事業年度の業績は、売上高6,896,830千円（前年同期比11.9％増）、営業利
益591,194千円（前年同期比17.7％増）、経常利益632,479千円（前年同期比22.2％増）、
当期純利益441,579千円（前年同期比11.2％減）となりました。

なお、当社のサービスライン別の業績を示すと、次のとおりであります。
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サ ー ビ ス
ラ イ ン

第　51　期
（2023年３月期）

（前事業年度）

第　52　期
（2024年３月期）

（当事業年度）
前事業年度比増減

金 額
( 百 万 円 )

構 成 比
( ％ )

金 額
( 百 万 円 )

構 成 比
( ％ )

金 額
( 百 万 円 )

増 減 率
( ％ )

金融事業 2,469 40.1 2,726 39.5 256 10.4

産業流通事業 1,757 28.5 1,898 27.6 141 8.1

社会公共事業 1,449 23.5 1,684 24.4 235 16.3

ＩＴイノベーシ
ョン事業 487 7.9 586 8.5 98 20.2

合　計 6,163 100.0 6,896 100.0 732 11.9

サービスライン別売上高

金融事業
金融事業は、地銀・都銀、保険、証券、クレジットの各分野のソフトウェア設計開発及び運

用保守を中心に事業を展開しております。
注力している生損保関連分野において、大型マイグレーション案件の受注が順調に拡大でき

たこと、及び、地銀・都銀、証券分野においても中型案件の受注拡大、新規案件の獲得ができ
たことにより堅調に推移いたしました。

この結果、売上高は2,726,279千円（前年同期比10.4％増）となっております。

産業流通事業
産業流通事業は、産業流通、マイコン、医療の各分野のソフトウェア設計開発及び運用保守

を中心に事業を展開しております。
主力である産業流通分野につきましては、流通システム案件、医薬システム案件を中心に継

続して堅調に推移いたしました。また、医療分野におきましては下半期に複数の大規模案件が
受注できたことにより大きく伸長いたしました。一方、マイコン分野におきましては、開発の
延期、縮小の影響が残っているものの、家電案件、車載案件を中心に引き合いは活発になって
きており、回復の途上ではありますが、その手応えを感じております。

この結果、売上高は1,898,927千円（前年同期比8.1％増）となっております。
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社会公共事業
社会公共事業は、電力ICT分野、社会インフラ分野、メディア情報分野、公共分野、文教・

教育系分野のソフトウェア設計開発及び運用保守を中心に事業を展開しております。
主力である電力ICT分野、メディア情報分野につきましては堅調に推移しております。ま

た、公共分野においても自治体及び独立行政法人向けの案件は堅調に推移しており、下半期は
上半期に比し、受注も増加傾向になってきております。なお、自治体標準化、ガバメントクラ
ウド案件は本格始動を前に準備段階であり、緩やかな立ち上がりとなっております。

この結果、売上高は1,684,978千円（前年同期比16.3％増）となっております。

ＩＴイノベーション事業
ＩＴイノベーション事業は、システム全体を支えるフロントシステムエンジニアとして、受

託開発、運用保守を中心に事業を展開しております。
金融機関における自社運用のサーバから仮想サーバ、クラウドサーバへの移行ニーズを計画

通り受注拡大に結び付けることができました。また、クラウドを中心とした案件の獲得に注力
した結果、継続して案件を受注できたことにより業績は堅調に推移いたしました。

この結果、売上高は586,645千円（前年同期比20.2％増）となっております。

②　設備投資の状況
当事業年度において実施いたしました設備投資額は16百万円で、その主なものは、次のと

おりであります。
当事業年度中に完成した主要設備
全社対応　大阪本社及び東京本社　LAN設備の更新

③　資金調達の状況
2023年６月20日に公募増資により57,000株の新株式の発行及び143,000株の自己株式の

処分により、314,640千円の資金調達を行いました。
また、2023年7月24日にオーバーアロットメントによる売出しに関連して行う第三者割当

増資により90,000株の新株式を発行し、141,588千円の資金調達を行いました。

④　事業の譲渡、吸収分割又は新設分割の状況
該当事項はありません。
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⑤　他の会社の事業の譲受けの状況
該当事項はありません。

⑥　吸収合併又は吸収分割による他の法人等の事業に関する権利義務の承継の状況
該当事項はありません。

⑦　他の会社の株式その他の持分又は新株予約権等の取得又は処分の状況
該当事項はありません。
なお、2024年３月15日開催の取締役会において、株式会社ヒューマン＆テクノロジーの全

株式を取得し完全子会社化することを決議いたしました。また、同日付で株式譲渡契約を締結
し、2024年４月１日付で全株式を取得いたしました。

区 分 第 49 期
(2021年３月期)

第 50 期
(2022年３月期)

第 51 期
(2023年３月期)

第 52 期
(当事業年度)

(2024年３月期)

売 上 高 (百万円) 6,069 5,992 6,163 6,896

経 常 利 益 (百万円) 403 482 517 632

当 期 純 利 益 (百万円) 275 338 497 441

１株当たり当期純利益 (円) 135.05 163.00 239.52 192.99

総 資 産 (百万円) 4,580 4,837 5,219 5,878

純 資 産 (百万円) 3,062 3,371 3,829 4,711

１株当たり純資産額 (円) 1,474.48 1,623.20 1,843.67 2,046.76

(2) 直前３事業年度の財産及び損益の状況

（注）１．１株当たり当期純利益は、自己株式を控除した期中平均発行済株式総数により、１株当たり純資産額
は、自己株式を控除した期末発行済株式総数により算出しております。

２．2022年11月18日付で普通株式１株につき20株の割合で株式分割を行っております。これに伴い、
第49期の期首に当該株式分割が行われたと仮定して、１株当たり当期純利益及び１株当たり純資産
額を算定しております。
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(3) 重要な親会社及び子会社の状況
①　親会社の状況

　該当事項はありません。

②　重要な子会社の状況
　該当事項はありません。

なお、2024年３月15日開催の取締役会において、株式会社ヒューマン＆テクノロジーの全
株式を取得し完全子会社化することを決議いたしました。また、同日付で株式譲渡契約を締結
し、2024年４月１日付で全株式を取得いたしました。

③　その他
　株式会社オービックは、当社の議決権を28.7％所有しており、当社は株式会社オービック
の持分法適用の関連会社であります。

(4) 対処すべき課題
　当社は、「永遠に伸びる会社、社員一人ひとりが幸せになれる会社、社会に貢献できる会社に
しよう」という経営理念のもと、継続的な事業収益の拡大による成長と、より強固な経営基盤を
構築するため、以下の事項を対処すべき重要課題ととらえ、その対応に引き続き取り組んでまい
ります。

①　優秀な人材の確保
当社が属する情報サービス業界は、技術革新が急速に進んでいるため、常に最新技術への対応

が求められております。これに応えられる優秀な人材を確保することが、今後の重要な課題であ
ります。

当社では、優秀な人材を確保するために採用選考基準を明確化するとともに、「リファラル採
用制度」や「おかえりなさい採用制度」を導入するなど、新卒採用、経験者採用を問わず積極的
な採用活動を行っております。

②　人材育成
人材教育投資を当社の成長戦略の最重要課題と位置付け、官民あげてのDX化・IT化の流れに

遅れないよう技術スキルの向上を図るために、人材教育予算を拡充してまいります。また、ます
ます重要性を増しているクラウド化技術の習得、AIやロボティクス等DX関連技術の習得のため
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の教育プログラム（OFF-JT教育）の充実を図ってまいります。なお、当社の教育は現場教育
（OJT教育）が基本でありますが、新技術についてはOJTとOFF-JTが連動できるような形で進
めてまいります。

③　既存事業分野のさらなる強化
当社が属する情報サービス業界におきましては、顧客ニーズの高度化・多様化、オフショア活

用の拡大やサービスの低価格化等により、ますます競争が激しくなる中、継続的な事業の拡大は
一段と厳しい状況となっております。このような状況の中で継続的に安定した収益を確保してい
くためには、高度な専門性で付加価値を創造し、競合他社との差別化を図っていく必要があると
の理解のもと、これまで培ってきた業務知識・技術を基に、既存事業分野のさらなる強化が必要
と認識しております。特に、FinTech（金融サービスのITイノベーション）、IoT、AI、ビッグ
データ、RPA（ロボットによる業務自動化）等のITを利用した生産性向上や省人化・自動化によ
る労働力不足等への対応等の進展に伴い、DX関連サービスへの需要は顕著であることから、当
社は、以下に注力しDX関連事業の拡大を図ってまいります。

＜ユーザのDXを含めた業務改革の取組を支援するビジネス＞
・各ユーザよりさまざまな事業領域のDX案件（オープン化、モダナイゼーション（注））への

参画要請に対応
・データ利活用等、DX領域での日立製作所グループとの協業

＜マネジメント力と開発力のある人材群の構築＞
・事業領域にとらわれないDX案件獲得、技術・ノウハウの共有を促進
・クラウド環境における技術検証・研究開発の促進
・技術者を育成（リスキリング（研修・講習・教育））

＜DX案件拡大営業アプローチ＞
・営業本部主体にサービスラインの枠を超えたDX案件獲得活動の推進
・主要取引先のDX案件開発企画等上流フェーズへの提案活動を推進し案件を早期獲得

（注）モダナイゼーションとは、現行のIT資産を新技術に対応する形に更新することで、ソフトウェアやハー
ドウェアのシステム基盤の最適化、近代化を行う手法をいいます。
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④　資本・業務提携拡大による事業拡大
当社は、2023 年 6 月に東証スタンダード市場に上場し、更なる成長を加速させるため、既

存事業分野の拡大だけでなく、新事業の創出・拡大にも取り組んでまいります。具体的には、特
長を持った企業との資本・業務提携により、自社の取引先への付加価値提供や新たな取引先の発
掘を図ってまいります。

⑤　品質向上と生産性向上
お客様のシステム開発に対する要求事項の高度化が進む中、お客様に満足していただけるシス

テムの品質確保が重要な課題と認識し、継続的な取り組みを行っております。
具体的には、品質管理部による「品質保証検査」をより一層徹底するとともに、当社標準品質

目標値の継続的な整備を行い、組織的な品質向上・生産性向上に取り組んでおります。

⑥　人と組織力の強化
人材が当社の最大の財産であるという認識のもと、基礎技術スキルや先端技術スキルをはじ

め、ヒューマンスキルの向上によるプロジェクトマネジメント力の向上等、常に研修等の充実を
図り優秀な人材の育成を積極的に推進し、人材を活かす組織の基盤を作ってまいります。
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事 業 区 分 事 業 内 容
金融事業 地銀・都銀、保険、証券、クレジットの各分野のシステムインテグレーシ

ョン、コンサルティング、ソフトウェアの設計・開発・保守等、ソフトウェ
ア開発の全領域に対応した総合的なサービス事業を、顧客であるエンドユー
ザや国内ITメーカ、元請システムインテグレーターからの受託開発、運用保
守を中心に展開しております。
【地銀・都銀分野】
基幹系三大業務（預金、貸出、為替）及び付随業務、周辺業務のシステム

開発、保守並びにミドルウェアの開発、保守
【保険分野】
損害保険業務（火災、自動車）及び生命保険業務（養老、終身、医療）の

システム開発、保守
【証券分野】
保管振替システムの構築

【クレジット分野】
請求管理業務及び審査業務、個人ローン業務のシステム開発、保守

産業流通事業 産業流通、マイコン、医療の各分野は東京・名古屋・大阪に組織を配置
し、ソフトウェアの設計・開発・保守全般における総合サービス事業を、顧
客であるエンドユーザや国内ITメーカ、元請システムインテグレーターから
の受託開発、運用保守を中心に展開しております。
【産業流通分野】
流通／医薬大手ユーザや自動車関連システムの開発、保守

【マイコン分野】
家電製品のマイコンソフト、モータ・ロボット系組み込みソフトの受託開
発
【医療分野】
自社製品「臨床検査システム／ＣＬＩＰ」、「健診システム／ＭＥＸ-Ｐ

ｌｕｓ」の販売及び顧客ニーズに即したカスタマイズ開発、保守

(5) 主要な事業内容（2024年３月31日現在）
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事 業 区 分 事 業 内 容
社会公共事業 社会基盤（電力ICT、社会インフラ、衛星通信）分野、メディア情報分

野、公共分野、文教・教育系分野のシステムインテグレーション、コンサル
ティング、ソフトウェアの設計・開発・保守等、ソフトウェア開発の全領域
に対応した総合的なサービス事業を、顧客であるエンドユーザや国内ITメー
カ、元請システムインテグレーターからの受託開発を中心に展開しておりま
す。
【電力ICT分野】
電力託送システムの開発、保守
【社会インフラ分野】
道路、河川、ダム等の監視制御システムの開発
【通信衛星分野】
衛星通信システムの開発
【メディア情報分野】
クラウド環境でのWEBシステム、ビッグデータ加工システムの開発
【公共分野】
自治体業務のパッケージ導入や稼働維持並びに官公庁のシステム再構築
【文教・教育系分野】
教学事務（入試・教務・学生生活）及び教育支援システムの開発、保守

ＩＴイノベーション
事業

自社の競争力強化に向け、先端技術をリードする人材育成及び、さまざま
な事業領域のデジタルソリューションサービス事業拡大に向け、元請システ
ムインテグレーターとの協業を推進しております。また、各分野のシステム
全体を支えるフロントシステムエンジニアとして、システム全体の見積り、
業務支援アプリケーションパッケージの設定、オンプレミスシステム及びク
ラウドシステムのインフラ構築、プロジェクトマネジメントのサービス事業
を、顧客であるエンドユーザや国内ITメーカ、元請システムインテグレータ
ーからの受託開発、運用保守を中心に展開しております。
【システム基盤ソリューション分野】
オンプレミス環境におけるシステム開発、保守
【クラウドソリューション分野】
パブリッククラウド環境への移行・同環境におけるシステム開発、保守、
データ利活用ソリューションの開発、保守

【金融ソリューション分野】
クレジットカードシステム、投資信託システム等の開発、保守
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大 阪 本 社 大阪府大阪市中央区平野町２丁目３番７号

東 京 本 社 東京都品川区南品川２丁目２番13号

中 部 支 店 愛知県名古屋市中区丸の内２丁目14番20号

(6) 主要な事業所（2024年３月31日現在）

従 業 員 数 前期末比増減 平 均 年 齢 平均勤続年数

448名（128名） 5名増（33名増） 39.8歳 14.5年

(7) 従業員の状況（2024年３月31日現在）

（注）従業員数は、就業人員（社外から当社への出向を含む）であります。なお、臨時雇用者数（派遣社員）
は、（　）内に年間の平均人員を外数で記載しております。

(8) 主要な借入先の状況（2024年３月31日現在）
　該当事項はありません。

(9) その他会社の現況に関する重要な事項
　該当事項はありません。
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(1) 発行可能株式総数 8,000,000株
(2) 発行済株式の総数 2,367,000株
(3) 株主数 1,387名

株 主 名 持 株 数 持 株 比 率

山 田 孝 755,000株 32.80%

株 式 会 社 オ ー ビ ッ ク 660,000株 28.67%

オービーシステム従業員持株会 130,000株 5.65%

ａ ｕ カ ブ コ ム 証 券 株 式 会 社 52,300株 2.27%

西 村 正 巳 48,206株 2.09%

豊 田 利 雄 30,000株 1.30%

小 島 一 翁 30,000株 1.30%

光 通 信 株 式 会 社 29,500株 1.28%

株 式 会 社 Ｓ Ｂ Ｉ 証 券 24,600株 1.07%

峰 尾 欽 士 20,000株 0.87%

２. 株式の状況（2024年３月31日現在）

(4) 大株主

（注）１. 当社は、自己株式を65,000株保有しておりますが、上記大株主からは除外しております。
２. 持株比率は自己株式を控除して計算しております。

(5) その他株式に関する重要な事項
2023年６月20日を払込期日とする公募増資及び2023年7月24日を払込期日とするオーバー
アロットメントによる売出しに関連して行う第三者割当増資による新株式発行により、発行済
株式の総数は147,000株増加しております。
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会社における地位 氏 名 担当及び重要な兼職の状況

代表取締役社長 豊 田 利 雄 －

取 締 役 杉 田 欣 哉 金融事業本部長

取 締 役 上 村 忠 嗣 社会公共事業本部長

取 締 役 杉 本 繁 治 管理本部長

取 締 役 白 石 徹
Sコンサルティング㈲　代表取締役
㈱ティーネットジャパン　社外取締役（監査等委員）
㈱インプレスホールディングス　社外取締役
㈱セレコーポレーション　社外監査役

取 締 役 堀 野 桂 子 弁護士法人北浜法律事務所　パートナー
㈱メディカル一光グループ　社外取締役

常 勤 監 査 役 渡 辺 天 山 －

監 査 役 阿 南 友 則
㈱オービック　執行役員経営企画室長兼経理本部長
㈱オービックビジネスコンサルタント　社外監査役
㈱オービックオフィスオートメーション　監査役

監 査 役 佐 々 木 健 次
佐々木健次公認会計士事務所　所長
ニチハ㈱　社外監査役
木村工機㈱　社外取締役（監査等委員）
dep.FAS(同)　代表社員

３. 会社役員の状況
(1) 取締役及び監査役の状況（2024年３月31日現在）

（注）１．取締役白石徹氏及び堀野桂子氏は、社外取締役であります。
２．社外取締役堀野桂子氏は、弁護士の資格を有しており、企業法務及び法律に関する相当程度の知見を
有しております。

３．常勤監査役渡辺天山氏、監査役阿南友則氏及び佐々木健次氏は、社外監査役であります。
４．常勤監査役渡辺天山氏及び監査役佐々木健次氏は、以下のとおり、財務及び会計に関する相当程度の

知見を有しております。
・常勤監査役渡辺天山氏は、前職㈱大和総研ホールディングスにおいて執行役員財務担当及び監査役
の経験があります。
・監査役佐々木健次氏は、公認会計士の資格を有しております。

５．当社は、社外取締役白石徹氏、堀野桂子氏及び監査役佐々木健次氏を東京証券取引所の定
めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
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(2) 責任限定契約の内容の概要
当社は、社外取締役及び監査役（常勤監査役を除く）との間で、会社法第427条第１項及び定
款の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。
当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令に定める最低責任限度額としております。

(3) 役員等賠償責任保険契約の内容の概要
当社は、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締
結しております。当該保険契約の被保険者の範囲は、取締役、監査役、執行役員及び管理監督の
立場にある従業員の全てであり、被保険者は保険料を負担しておりません。当該保険契約により
被保険者が負担することとなる、その職務の執行に関し責任を負うこと又は当該責任の追及に係
る請求を受けることによって生ずることのある損害が塡補されることとなります。ただし、被保
険者の職務の執行の適正性が損なわれないようにするため、被保険者による故意の行為等による
場合には塡補の対象としないこととしております。

(4) 取締役及び監査役の報酬等
① 役員報酬等の内容の決定に関する方針等
　当社は、取締役会決議により役員報酬規程を制定し、役割と役位に応じた報酬額を定める方
針としております。
　当社の取締役の報酬は、固定報酬である基本報酬と、変動報酬である役員賞与から構成され
ており、それぞれの報酬の内容については以下のとおりです。
＜基本報酬＞
　常勤取締役の基本報酬は、役割と役位に応じた標準テーブルを役員報酬規程に定めてお
り、当該標準テーブルに基づいた報酬金額を取締役会において決定しております。
　非常勤取締役の基本報酬は、就任時に個別に取締役会にて決定しております。
＜役員賞与＞
　会社の業績が著しく向上し、計画を上回る利益を計上した場合に、決算期に役員賞与を支
給することがある旨、役員報酬規程に定めております。

　当社の監査役の報酬は、独立性の確保から監査役の協議で決定する固定の基本報酬としてお
り、役員報酬規程にて定めております。
　個別の役員報酬の額については、役員報酬規程及び指名・報酬委員会規程に従い、各取締役
の役割、職責、会社への業績貢献度等を総合的に勘案し、指名・報酬委員会の審議を経た上
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区 分 報酬等の総額
（千円）

報 酬 等 の 種 類 別 の 総 額 （ 千 円 ） 対象となる
役員の員数
（名）基 本 報 酬 業 績 連 動

報 酬 等
非 金 銭
報 酬 等

取 締 役
（うち社外取締役）

98,800
（6,600）

91,800
（6,600）

7,000
(－) － ８

（２）

監 査 役
（うち社外監査役）

14,100
（14,100）

14,100
（14,100） － － ３

（３）

合 計
（うち社外役員）

112,900
（20,700）

105,900
（20,700）

7,000
(－) － 11

（５）

で、取締役会において個別の報酬額を決定しております。
　なお、取締役会は当該事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容が、役員報酬規程及び
指名・報酬委員会規程を踏まえ取締役会で決議された決定方針と整合していることや、指名・
報酬委員会からの答申が尊重されていることを確認しており、当該決定方針に沿うものである
と判断しております。

② 当事業年度に係る報酬等の総額

（注）１．上表には、2023年６月28日開催の第51回定時株主総会終結の時をもって退任した取締役２名を含
んでおります。

２．上記のほか、2023年６月28日開催の第51回定時株主総会終結の時をもって退任した取締役１名に
対し、業績連動報酬等と非金銭報酬等以外の報酬等である退職慰労金500,000千円を支給しておりま
す。

３．取締役の報酬等の総額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
４．取締役の報酬限度額は、2021年６月23日開催の第49回定時株主総会において、年額200百万円以

内（ただし、使用人分給与は含まない。）と決議いただいております。当該株主総会終結時点の取締
役の員数は、７名（うち社外取締役１名）であります。

５．監査役の報酬限度額は、2019年６月28日開催の第47回定時株主総会において、年額30百万円以内
と決議いただいております。当該株主総会終結時点の監査役の員数は、２名（うち社外監査役２名）
であります。

６．業績連動報酬等に係る業績指標は営業利益であり、当事業年度の業績に対する役員賞与として支給予
定額を上記に記載しております。なお、当該指標を選択した理由は、取締役の責務や期待される役割
を評価するうえで、継続的な営業利益の成長が企業価値向上に資すると判断したためであります。
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(5) 社外役員に関する事項
① 他の法人等の重要な兼職の状況及び当社と当該他の法人等との関係
・社外取締役白石徹氏は、Sコンサルティング有限会社の代表取締役、株式会社ティーネット
ジャパンの社外取締役（監査等委員）、株式会社インプレスホールディングスの社外取締役
及び株式会社セレコーポレーションの社外監査役であります。兼職先と当社との間には特別
な関係はありません。
・社外取締役堀野桂子氏は、弁護士法人北浜法律事務所のパートナー及び株式会社メディカル
一光グループの社外取締役であります。兼職先と当社との間には特別な関係はありません。
・社外監査役阿南友則氏は、株式会社オービックの執行役員経営企画室長兼経理本部長、株式
会社オービックビジネスコンサルタントの社外監査役及び株式会社オービックオフィスオー
トメーションの監査役であります。当社は兼職先のうち株式会社オービックの持分法適用の
関連会社であります。

・社外監査役佐々木健次氏は、佐々木健次公認会計士事務所の所長、ニチハ株式会社の社外監
査役、木村工機株式会社の社外取締役（監査等委員）及びdep.FAS合同会社の代表社員であ
ります。兼職先と当社との間には特別な関係はありません。
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出席状況、発言状況及び社外取締役に
期待される役割に関して行った職務の概要

社外取締役 白 石 徹

当事業年度に開催された取締役会14回のうち13回に出席いたしま
した。出席した取締役会において、証券会社におけるIPO関連業務
を通じて培った、経営管理体制の整備等に関する高い専門性や、投
資家目線を踏まえた貴重な見識から、取締役会の意思決定の妥当
性・適正性を確保するための発言を行っております。また、指名・
報酬委員会の委員長として、当事業年度に開催された委員会５回の
全てに出席し、客観的・中立的立場で当社の役員候補者の選定や役
員報酬等の決定過程における監督機能を主導しております。

社外取締役 堀 野 桂 子

当事業年度に開催された取締役会14回の全てに出席いたしました。
出席した取締役会において、弁護士としての専門的見地から、取締
役会の意思決定の妥当性・適法性を確保するための発言を行ってお
ります。また、指名・報酬委員会の委員として、当事業年度に開催
された委員会５回の全てに出席し、客観的・中立的立場で当社の役
員候補者の選定や役員報酬等の決定過程における監督機能を果たし
ております。

社外監査役 渡 辺 天 山

当事業年度に開催された取締役会14回の全てに、また、監査役会
17回の全てに出席いたしました。出席した取締役会及び監査役会に
おいて、企業経営に関する豊富な経験と幅広い見識に基づく発言や
取締役会の意思決定の妥当性、適正性を確保するための発言等を行
っております。

社外監査役 阿 南 友 則
当事業年度に開催された取締役会14回の全てに、また、監査役会
17回の全てに出席いたしました。出席した取締役会及び監査役会に
おいて、適宜取締役会の意思決定の適正性を確保するための質問、
助言を行っております。

社外監査役 佐々木健次

当事業年度に開催された取締役会14回の全てに、また、監査役会
17回の全てに出席いたしました。出席した取締役会及び監査役会に
おいて、適宜取締役会の意思決定の適正性を確保するための質問、
助言を行っております。また、指名・報酬委員会の委員として、当
事業年度に開催された委員会５回の全てに出席し、客観的・中立的
立場で当社の役員候補者の選定や役員報酬等の決定過程における監
督機能を果たしております。

②　当事業年度における主な活動状況
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報酬等の額

当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額 20,000千円

当社が会計監査人に支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額 22,000千円

４．会計監査人の状況
(1) 名称　　　　　 　　　　東陽監査法人

(2) 報酬等の額

（注）１．当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査の
監査報酬等の額を明確に区分しておらず、実質的にも区分できませんので、当事業年度に係る会計監
査人の報酬等の額にはこれらの合計額を記載しております。

２．監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠等が
適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等の額について同意の判
断をいたしました。

(3) 非監査業務の内容
　当社は、東陽監査法人に対して、公認会計士法第２条第１項の業務以外に、新規上場に係る
コンフォートレター作成業務についての対価を支払っております。

(4) 会計監査人の解任又は不再任の決定の方針
　監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合
は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。
　また、会計監査人が会社法第340条第１項各号に定める項目に該当すると認められる場合
は、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定し
た監査役は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨及びその理
由を報告いたします。
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科 目 金 額 科 目 金 額
（ 資  産  の  部 ）

流 動 資 産
現 金 及 び 預 金
受 取 手 形
売 掛 金
仕 掛 品
前 払 費 用
そ の 他

固 定 資 産
有 形 固 定 資 産
建 物
工具、器具及び備品

無 形 固 定 資 産
ソ フ ト ウ エ ア

投 資 そ の 他 の 資 産
投 資 有 価 証 券
出 資 金
長 期 前 払 費 用
そ の 他

　

4,121,025
2,905,544

7,609
1,093,056
21,201
49,074
44,539

1,757,916
24,235
3,573
20,662
8,802
8,802

1,724,879
1,577,521

10
6,453

140,894

　

（ 負  債  の  部 ）
流 動 負 債 939,909
買 掛 金 271,715
未 払 金 45,486
未 払 費 用 126,587
未 払 法 人 税 等 26,740
契 約 負 債 6,115
預 り 金 42,940
賞 与 引 当 金 286,500
役 員 賞 与 引 当 金 7,000
プログラム保証引当金 10,626
そ の 他 116,197

固 定 負 債 227,390
退 職 給 付 引 当 金 82,119
資 産 除 去 債 務 33,061
繰 延 税 金 負 債 112,210

負 債 合 計 1,167,299
（ 純 資 産 の 部 ）

株 主 資 本 4,137,451
資 本 金 190,380
資 本 剰 余 金 342,197
資 本 準 備 金 140,380
そ の 他 資 本 剰 余 金 201,817

利 益 剰 余 金 3,770,168
利 益 準 備 金 18,687
そ の 他 利 益 剰 余 金 3,751,481
別 途 積 立 金 2,200,000
繰 越 利 益 剰 余 金 1,551,481

自 己 株 式 △165,295
評 価 ・ 換 算 差 額 等 574,191

その他有価証券評価差額金 574,191
純 資 産 合 計 4,711,642

資 産 合 計 5,878,942 負 債 純 資 産 合 計 5,878,942

貸　借　対　照　表
（2024年３月31日現在）

（単位：千円）

（注）金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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(2023年４月 1 日から
2024年３月31日まで)

科 目 金 額

売 上 高 6,896,830

売 上 原 価 5,683,586

売 上 総 利 益 1,213,243

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 622,048

営 業 利 益 591,194

営 業 外 収 益

受 取 利 息 44

有 価 証 券 利 息 1,554

受 取 配 当 金 10,896

保 険 配 当 金 2,471

保 険 解 約 返 戻 金 44,431

助 成 金 収 入 4,823

そ の 他 715 64,937

営 業 外 費 用

上 場 関 連 費 用 23,487

そ の 他 165 23,652

経 常 利 益 632,479

税 引 前 当 期 純 利 益 632,479

法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 48,210

法 人 税 等 調 整 額 142,689 190,900

当 期 純 利 益 441,579

損　益　計　算　書

（単位：千円）

（注）金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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指 定 社 員 公認会計士 川 越 宗 一業務執行社員
指 定 社 員 公認会計士 玉 田 優 樹業務執行社員

独立監査人の監査報告書
2024年５月17日

株式会社オービーシステム
取　締　役　会　　御中

東　陽　監　査　法　人
大阪事務所

監査意見
当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、株式会社オービーシステムの

2023年４月１日から2024年３月31日までの第52期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照
表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書（以下「計算書類
等」という。）について監査を行った。

当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基
準に準拠して、当該計算書類等に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正
に表示しているものと認める。

監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ

た。監査の基準における当監査法人の責任は、「計算書類等の監査における監査人の責任」に記載
されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立してお
り、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎
となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容
その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容

を作成し開示することにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロ
セスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

当監査法人の計算書類等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監
査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

会計監査報告
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計算書類等の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程におい
て、その他の記載内容と計算書類等又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違が
あるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの
兆候があるかどうか注意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合に
は、その事実を報告することが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

計算書類等に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書

類等を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計
算書類等を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用すること
が含まれる。

計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成すること
が適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基
づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を
監視することにある。

計算書類等の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は誤謬に

よる重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場
から計算書類等に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可
能性があり、個別に又は集計すると、計算書類等の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見
込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・　計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、
監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に
関連する内部統制を検討する。

・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
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・　経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、入手
した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して
重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認
められる場合は、監査報告書において計算書類等の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な
不確実性に関する計算書類等の注記事項が適切でない場合は、計算書類等に対して除外事項付意
見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に
基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性があ
る。

・　計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基
準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた計算書類等の表示、構成及び内
容、並びに計算書類等が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程

で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められてい
るその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規
定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要
因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するための
セーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係

はない。
以　　上
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監　査　報　告　書

　当監査役会は、2023年４月１日から2024年３月31日までの第52期事業年度の取締役の職務
の執行に関して、各監査役が作成した監査報告書に基づき、審議の上、本監査報告書を作成し、
以下のとおり報告いたします。

１. 監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容
（１）監査役会は、監査の方針、職務の分担等を定め、重点監査項目を設定し、各監査役から監

査の実施状況及び結果について報告を受けるほか、取締役等及び会計監査人からその職務の
執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。

（２）各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針、職務の分担等に
従い、インターネット等を経由した手段も活用しながら、取締役、内部監査部門その他の使
用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、以下の方法
で監査を実施いたしました。

①取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況につい
て報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事
業所において業務及び財産の状況を調査いたしました。

②事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保する
ための体制その他株式会社の業務の適正を確保するために必要なものとして会社法施行規
則第100条第１項及び第３項に定める体制の整備に関する取締役会決議の内容及び当該決
議に基づき整備されている体制（内部統制システム）について、取締役及び使用人等から
その構築及び運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を
表明いたしました。

③会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証す
るとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明
を求めました。なお、監査上の主要な検討事項については、会計監査人と協議を行うとと
もに、その監査の実施状況について報告を受け、必要に応じ説明を求めました。また、会
計監査人から「職務の遂行が適正に行われていることを確保するための体制」（会社計算
規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（企業会計審議会）等
に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。

　以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸借対照
表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書について検討いた
しました。

監査役会の監査報告
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常勤社外監査役 渡 辺 天 山
社 外 監 査 役 阿 南 友 則
社 外 監 査 役 佐 々 木 健 次

２．監査の結果
（１）事業報告等の監査結果

①事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているも
のと認めます。

②取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令もしくは定款に違反する重大な事実は認
められません。

③内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部
統制システムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、指摘すべ
き事項は認められません。

（２）計算書類及びその附属明細書の監査結果
会計監査人 東陽監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

2024年５月20日
株式会社オービーシステム　監査役会
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会場：大阪府大阪市中央区平野町２丁目３番７号
アーバンエース北浜ビル14階
TEL 06-6228-3411

交通 堺 筋 線 ・ 京 阪 本 線 「 北 浜 」 駅 ６ 番 出 口 よ り 徒歩約４分
堺筋線・中央線「堺筋本町」駅 17番出口より 徒歩約７分
御堂筋線・京阪本線「淀屋橋」駅 11番出口より 徒歩約６分
御 堂 筋 線 ・ 中 央 線 「 本 町 」 駅 １ 番 出 口 よ り 徒歩約８分

株 主 総 会 会 場 ご 案 内 図
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